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▌目 次

2024年３月27日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

▌開催日時

議　　　案　取締役３名選任の件
▌決議事項

東京都千代田区平河町二丁目７番４号 
砂防会館　別館Ｂ３階 立山

（末尾の「会場ご案内図」をご参照下さい。）

▌開催場所

証券コード：9563
Atlas Technologies株式会社

株主総会ご出席株主様へのお土産はお配りしておりま
せん。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。
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証券コード 9563
2024年３月７日

（電子提供措置の開始日 2024年３月５日）
株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
Atlas Technologies株式会社
代表取締役社長 山本 浩司

第６期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第６期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://atlstech.com/meeting

なお、当日ご出席されない場合は、「議決権行使についてのご案内」に記載のとおり、インターネ
ットまたは書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事
項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内にしたがって、2024年３月26日（火曜
日）午後６時３0分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１． 日 時 2024年３月27日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時00分）
２． 場 所 東京都千代田区平河町二丁目７番４号

砂防会館 別館Ｂ ３階 立山
３． 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第６期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告および連
結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

２．第６期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決 議 事 項
議 案 取締役３名選任の件

以 上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載しているウェブサイトにその旨、修正前の内容および修正後の
内容を掲載させていただきます。
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電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、
議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使についてのご案内

議決権行使のお取扱いに関するご注意
●  議決権行使書において、議案につき賛否のご表示がない場合は、会社提案については「賛」の表示があったも

のとして取り扱うこととさせていただきます。
●  書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行

使として取り扱わせていただきます。
●  インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取

り扱わせていただきます。
●  議決権の不統一行使をされる場合には株主総会の３日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当

社にご通知ください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

ふ0120-173-027
（受付時間 午前９時～午後９時、通話料無料）

議決権の行使システム等に
関するお問い合わせ

同封の議決権行使書用紙をご持
参いただき、会場受付にご提出
ください。

2024年３月27日（水曜日）
株主総会開催日時

株主総会へ出席

午前10時（受付開始：午前9時00分）

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示いた
だき、議決権行使期限までに
当社株主名簿管理人に到着す
るようご返送ください。

2024年３月26日（火曜日）
議決権行使期限

午後６時30分到着分まで

インターネット等による議決権行使

次ページの案内に従って、議
案の賛否をご入力ください。

2024年３月26日（火曜日）
議決権行使期限

詳細は次ページをご覧ください

午後６時30分入力完了分まで

POST
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インターネット等による議決権行使のご案内
スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを
入力する方法

2.以降は画面の案内に従って賛否を選択ください。

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書用紙副票
（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

1.QRコードを読み取る

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙副票（右側）

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

1.�議決権行使ウェブサイトにアクセスする

「次の画面へ」をクリック

�ご注意
　・毎日午前２時30分から午前４時30分までは取扱いを休止します。
　・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

！○

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、
「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でロ
グインいただけます。

「ログイン用
QRコード」はこちら

2.�お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載さ
れた「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック
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事 業 報 告

（2023
2023

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当社グループは2023年８月31日付で、シンガポールに拠点を置くFintech領域に特化
した戦略コンサルティングファームKapronasia Singapore Pte. Ltd.の全株式を取得
し、連結子会社化したことに伴い、当連結会計年度より連結計算書類を作成しておりま
す。なお、前連結会計年度は連結計算書類を作成していないため、前連結会計年度との比
較は行っておりません。
当連結会計年度における我が国及び海外経済は、ウィズコロナからアフターコロナへの
転換に伴う行動制約の解除や各種政策の効果もあり、社会経済活動の正常化が進んだこと
で、緩やかに回復しております。しかしながら、インフレーションの進行や世界的な金融
引締め等により依然として先行き不透明な状況が続いており、景気への影響を引き続き注
視する必要があります。
国内DXコンサルティング事業を取り巻く環境においては、国内コンサルティング市場
規模が2025年には１兆2,551億円（出典：IDC「国内ビジネスコンサルティング市場予
測、2021年から2025年（2021年）」）、国内DX市場規模も2030年には６兆5,195億円
（出典：富士キメラ総研「2023デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」）に
まで拡大し、今後も中期的に右肩上がりで成長が続くものと予想されております。また、
海外においてもビジネス及びITに関するコンサルティング需要は中期的に成長が続くもの
と予想されます。
当社グループがコンサルティング事業を展開する金融業界及びFintech事業関連業界の
多くの企業においては、日々変化する事業環境での生き残りを図るための対応を行いなが
ら新たな価値の創出を模索している状況と推察されます。経営戦略やIT戦略の見直しを、
イノベーションを実現するテクノロジーの活用と事業上で必須として求められるIT対応や
業務効率化対応を両立させながら追求するよう迫られており、それらに対するコンサルテ
ィング需要は底堅く続くものと予想されます。
このような環境のもと、当社グループの事業結果としては、特に決済関連業界における
ITプロジェクト支援に関する需要を底堅く捉え、一部プロジェクトからの収入減少が生じ
た中で、新規顧客獲得や既存顧客深耕の推進により新しいプロジェクトの受注は堅調に推
移いたしました。更なる顧客の獲得や新しいプロジェクトの受注の取り組みを実施中であ
り、また、Fintechコンサルティングサービス体制及び事業体制の拡充を一層推進してお
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ります。その一環として、コンサルティング・経営の経験を豊富に有するトップファーム
出身の執行役員２名を含めたコア人材の登用、成長基盤の要となるスキルの高いコンサル
タントの積極採用の継続、アジアでの事業基盤強化に向けたASEAN地域のFintechコン
サルティング企業であるKapronasia Singapore Pte. Ltd.の完全子会社化などに取り組
んでまいりました。
以上の結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は2,589,774千円、営業利益は
129,843千円、経常利益は128,535千円、親会社株主に帰属する当期純利益は75,672千
円となりました。

② 設備投資の状況
当連結会計年度における本社移転に伴い、旧本社の設備を除却しております。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度において、新株予約権の行使により13,900千円の資金調達をしており

ます。
また、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と借入極度額800,000千円の当
座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸
越にかかわる借入実行残高はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、2023年８月31日付で、Kapronasia Singapore Pte. Ltd.の全株式を取得し、

当社の連結子会社といたしました。

2024年02月21日 16時22分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 6 ―

（2）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第３期

（2020年12月期）
第４期

（2021年12月期）
第５期

（2022年12月期）

第６期
（当連結会計年度）
（2023年12月期）

売 上 高 ー 千円 ー 千円 ー 千円 2,589,774 千円

営 業 利 益 ー 千円 ー 千円 ー 千円 129,843 千円

経 常 利 益 ー 千円 ー 千円 ー 千円 128,535 千円

親会社株主に帰属する当期純利益 ー 千円 ー 千円 ー 千円 75,672 千円

１株当たり当期純利益 ー 円 ー 円 ー 円 10.59 円

総 資 産 ー 千円 ー 千円 ー 千円 2,756,688 千円

純 資 産 ー 千円 ー 千円 ー 千円 2,495,379 千円

１株当たり純資産 ー 円 ー 円 ー 円 338.58 円
（注）第６期より連結計算書類を作成しているため、第５期以前の各数値については記載しておりません。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第３期

（2020年12月期）
第４期

（2021年12月期）
第５期

（2022年12月期）

第６期
（当事業年度）
（2023年12月期）

売 上 高 1,248,744 千円 2,187,858 千円 2,806,295 千円 2,589,774 千円

営 業 利 益 300,171 千円 472,683 千円 627,924 千円 152,837 千円

経 常 利 益 300,695 千円 473,954 千円 614,920 千円 151,528 千円

当 期 純 利 益 197,493 千円 310,825 千円 405,556 千円 98,665 千円

１株当たり当期純利益 32.87 円 50.95 円 64.51 円 13.81 円

総 資 産 649,138 千円 1,143,789 千円 2,853,949 千円 2,741,526 千円

純 資 産 358,711 千円 669,537 千円 2,399,893 千円 2,512,459 千円

１株当たり純資産 58.81 円 109.76 円 338.01 円 340.90 円
（注） 2021年３月15日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年４月20日付で普通株式１株につき、

2,000株の割合で株式分割、2022年２月16日開催の当社取締役会の決議に基づき、2022年４月１日付
で普通株式１株につき、10株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が第３期の期首に行わ
れたと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社の状況
会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

Kapronasia Singapore Pte. Ltd. 50,000SGD 100% コンサルティング事業

KAPRONASIA LIMITED 1,282USD 100% コンサルティング事業
（注）１．子会社を通じての間接保有分を含めた出資比率となります。

２．KAPRONASIA LIMITEDは、Kapronasia Singapore Pte. Ltd.の完全子会社で当社
の孫会社となります。

（4）対処すべき課題
当社グループが対処すべき主な課題は、以下の項目と考えております。
① 優秀なコンサルタントの確保
当社グループは、顧客の様々な課題解決ニーズに応えるため、Fintech分野の知識に
精通した優秀なコンサルタントの更なる積極的確保が早期に取り組むべき課題であると
認識しております。企業規模の拡大のためには、コンサルティング業界やFintech業界
から専門性の高い人材の獲得・育成を進めることが不可欠であると考えており、コンサ
ルティングファームとして顧客への提案力や課題解決力を豊富に持つ人材の確保を促進
してまいります。
また、今後の成長の推進のため、人材採用手法の強化とともに、当社グループのビジ
ョンやミッション等を理解し、スピード感を持って事業を推進することができる積極的
な採用活動を様々な手法を活用し推進してまいります。また、コンサルタントがより働
きやすく成長できる環境を、制度面・組織風土の双方から整備することで育成・定着を
図り、人的資本の価値最大化につなげてまいります。

② 取引先及び取引額の拡大
当社グループのデジタルソリューション事業は、大手通信キャリアを中心とした顧客
からの収益が多くを占めております。業界におけるリーディングカンパニーとの先進的
なプロジェクト経験によって得られたFintech事業特有のノウハウ・ナレッジを活用
し、新規顧客獲得や異なる部門の潜在課題や需要の発掘を通じた顧客ポートフォリオの
拡大を目下推進しております。
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また、これまでのプロジェクトの継続支援と追加のプロジェクトの獲得が進んでおり
ますが、既存顧客との取引深耕による更なるプロジェクトの獲得及び取引額の拡大の取
り組みを進めてまいります。
収益の安定的な成長に向けては、付加価値提供をさらに追求し、サービスメニューを
拡大するなど、その取り組みを加速してまいります。

③ コンサルティング力強化による付加価値向上と大型案件並びに新たな事業・サービ
スの創出
当社グループは、プロジェクト経験やグローバルにおける最先端動向の研究などを通
じて得られる知見のナレッジ化・アセット化を推進しております。それらを踏まえ、顧
客の課題解決をさらに追求することや、専門性が求められる様々な新規プロジェクトの
獲得及び大型案件獲得の追求をさらに促進してまいります。
また、顧客業界の市場特性や課題解決に直結する分析などの知識や経験を活かして、
高付加価値のコンサルティングを提供するほか、新たな事業・サービスの開発につなげ
てまいります。

④ 内部管理体制の強化
当社グループは成長段階にあり、今後もより一層の企業規模拡大及び持続的な成長を
見込んでおります。そのために、企業規模拡大に応じた内部管理体制の更なる強化が必
要であると認識しております。具体的には、監査役監査の実施によるコーポレート・ガ
バナンス機能の強化、内部監査の実施等によるコンプライアンス体制の強化、内部統制
報告制度の適用等も踏まえた内部統制の継続的な改善及び強化並びにリスクマネジメン
トの強化などを図ってまいります。

⑤ 事業拡大を支える財務基盤の構築
当社はこれまで金融機関からの借入を行ったことがなく、資金需要は自己資金により
賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉に手元流動性を確保してまいりました
が、今後の事業拡大及び事業上の課題への対処により、更なる資金需要が生じると考え
ております。そのため、資金調達方法の多様化と柔軟な流動性確保を図るため、金融機
関との良好な関係を構築し、資金調達が必要な場合には適時適切に対応することを検討
いたします。
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（5）主要な事業内容（2023年12月31日現在）

事 業 主 要 製 品

デジタルソリューション事業 Fintech関連のコンサルティングサービス

（6）主要な営業所及び工場（2023年12月31日現在）

名 称 営 業 所 所 在 地

当社 本社 東京都千代田区

当社 支店 シンガポール

Kapronasia Singapore Pte. Ltd. 本社 シンガポール

KAPRONASIA LIMITED 本社 香港

（7）使用人の状況（2023年12月31日現在）
①企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

45名 ー
（注）１．使用人数は就業員数であります。

２．当連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、前連結会計年度末比増減は記載しており
ません。

②当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

37名 ８名増 42.1歳 1.5年

（8）主要な借入先（2023年12月31日現在）
該当事項はありません。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式の状況
（1） 発 行 可 能 株 式 総 数 24,400,000株
（2） 発 行 済 株 式 の 総 数 7,370,000株
（3） 当事業年度末の株主数 2,593名
（4） 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 本 浩 司 4,958,200 株 67.27 ％

小 椋 祐 治 260,000 3.52

株式会社ＳＢＩ証券 123,800 1.67

楽天証券株式会社 103,700 1.40

松 田 佳 子 35,900 0.48
ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＵＢＳ ＡＧ
ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＥＱ ＣＯ 35,800 0.48

ＧＭＯクリック証券株式会社 32,500 0.44
ＭＬ ＩＮＴＬ ＥＱＵＩＴＹ ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ 32,200 0.43
ＪＰモルガン証券株式会社 32,000 0.43

佐 藤 友 亮 30,000 0.40

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．新株予約権等の状況
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
第１回新株予約権

決 議 年 月 日 2020年６月19日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 １
新 株 予 約 権 の 数 （個） ３
新株予約権の目的となる株式の
種 類、 内 容 及 び 数 （株） 普通株式 60,000（注）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 45（注）
新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2022年６月20日～2030年６月18日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及 び 資 本 組 入 額 （円）

発行価格 45
資本組入額 23（注）

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件

①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は
当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければなら
ない。ただし、諸般の事情を考慮のうえ、当社が認めた場合はこの限
りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、死亡後10ヶ月以内に相続人が確定した
とき、当社が諸般の事情を考慮のうえ、当該権利者の相続人による本
新株予約権の行使を書面により承認した場合には、当該権利者の相続
人は、当該権利者が生存していれば行使できるはずであった本新株予
約権を本要項に従って行使することができるものとする。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結
した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
（注）2021年３月15日開催の取締役会決議により、2021年４月20日付で普通株式１株につき2,000株の割合

で株式分割を、2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき
10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額」が調整されております。
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第２回新株予約権
決 議 年 月 日 2021年４月23日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 １
新 株 予 約 権 の 数 （個） 2,000
新株予約権の目的となる株式の
種 類、 内 容 及 び 数 （株） 普通株式 20,000（注）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 220（注）
新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2023年５月１日～2031年４月22日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及 び 資 本 組 入 額 （円）

発行価格 220
資本組入額 110（注）

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件

①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は
当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければなら
ない。ただし、諸般の事情を考慮のうえ、当社が認めた場合はこの限
りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、死亡後10ヶ月以内に相続人が確定した
とき、当社が諸般の事情を考慮のうえ、当該権利者の相続人による本
新株予約権の行使を書面により承認した場合には、当該権利者の相続
人は、当該権利者が生存していれば行使できるはずであった本新株予
約権を本要項に従って行使することができるものとする。
③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結
した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
（注）2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約
権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入
額」が調整されております。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（2023年12月31日現在）
会社における地位 氏 名 重要な兼職の状況

代表取締役社長 山 本 浩 司 ―

取 締 役 外 山 正 志 株式会社verita代表取締役

取 締 役 須 賀 亜衣子 ―

監 査 役 岡 崎 将 真 株式会社AirX監査役

監 査 役 中 山 茂 株式会社CS-C監査役

監 査 役 吉 田 昌 弘
株式会社tecture監査役
株式会社オノフ監査役
株式会社Payment Technology取締役

（注）１．取締役外山正志氏及び須賀亜衣子氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡崎将真氏、中山茂氏及び吉田昌弘氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役外山正志氏、須賀亜衣子氏、監査役岡崎将真氏、中山茂氏及び吉田昌弘氏を株式会社
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査役吉田昌弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、法令が規定する額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
① 被保険者の範囲
当社のすべての取締役、監査役、執行役員。
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② 保険契約の内容の概要
被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して
損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を保証する
ものでありますが、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等
は補償対象外としております。また、保険料は全額当社が負担しております。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
ります。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。なお、監査役

の個人別の報酬額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定
しております。

ａ．基本方針
各取締役の報酬等の内容の決定については、当社のガバナンス強化と中長期的な企業

価値の向上を目的とし、外部専門機関による客観的な報酬市場調査データ等を参考に適
切な報酬水準を設定し、経営戦略と連動した持続的な成長を後押しする報酬制度を実現
するものとします。
具体的には、当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬は、外部専門機関による客観
的な報酬市場調査データ等を参考にするとともに、企業価値向上に向けたインセンティ
ブとして機能するよう当社の業績と連動した報酬体系とし、各取締役の役位、職責及び
業績等を踏まえた固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬（賞与）及びストックオプ
ション（新株予約権）による非金銭報酬から構成するものとします。
なお、社外取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬の
みとします。
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ｂ．基本報酬の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
当社の取締役（社外取締役を除く）の基本報酬については、各取締役の役位、職責及
び業績等を踏まえて、総合的に勘案して決定するものとします。
社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して
決定するものとします。

ｃ. 業績連動報酬に係る業績連動指標等の内容及び額または数の算定方法の決定方針
取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬（賞与）の総額は、株主総会決議におい
て承認された取締役の報酬限度額から、支給済の基本報酬を差し引いた金額の範囲内に
おいて、売上高、営業利益などの業績指標の目標達成度に応じて決定するものとしま
す。

ｄ. 非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定方針
中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを適切に付与することを目的とし
て、取締役（社外取締役を除く）に対して、株主総会決議において基本報酬及び業績連
動報酬とは別枠で承認を得た報酬限度額の範囲内において、ストックオプションを付与
いたします。各取締役の新株予約権の内容、個数及び付与する時期等については、当該
取締役の職責、在任年数、業績等を総合考慮して決定いたします。

ｅ. 報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、各々の報酬の性格並びに事業環境等を勘案しなが
ら職責に準じて決定するものとし、そのおよその目安は、９：１（業績指標の目標達成
度が100％以上の場合）とします。なお、非金銭報酬については、当社の業績等を勘案
し、上記の各報酬とは別枠で、適切な割合において支給することとします。

ｆ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の第三者への委任に関する事項
各取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の額については、株主総

会決議において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会にて決定します。取締役会決
議にあたっては、透明性及び客観性を高めるため、独立社外役員が委員の過半数を占め
る任意の指名・報酬諮問委員会の意見及び助言を踏まえるものとします。
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ｇ．報酬等を与える時期または条件の決定方針
基本報酬については、年額を12等分し、毎月支払うものとします。
業績連動報酬（賞与）については、毎年の定時株主総会終了後、すみやかに支払うも
のとします。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、2022年３月29日開催の第４期定時株主総会において年額

150百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額30百万円以内と決議しており、当該株主
総会の終結時点での取締役及び監査役の員数は、取締役４名（うち社外取締役１名）、監
査役３名（うち社外監査役３名）であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、独立社外役員が委員の過半数を占める任意

の指名・報酬諮問委員会において原案を審議したうえで、取締役会において、取締役の個
人別報酬等の内容についての決定方針を決議しています。
取締役会は当事業年度についての取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定
方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬
諮問委員会の意見及び助言を踏まえたうえで決定していることから、当該決定方針に沿う
ものであると判断しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員
の員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

44,450
（5,850）

44,450
（5,850） ー ー 3

（2）
監査役
（うち社外監査役）

12,750
（12,750）

12,750
（12,750） ー ー 3

（3）
合計
（うち社外役員）

57,200
（18,600）

57,200
（18,600） ー ー 6

（5）
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（5）社外役員に関する事項
区分 氏 名 主な活動状況

取締役 外 山 正 志
2023年3月29日取締役に就任後（第5期定時株主総会において選任）、当事業
年度に開催された取締役会10回すべてに出席し、国内外の金融分野等の事業会
社における豊富な経験と幅広い見識に基づいて、当社の経営に有意義な意見及
び助言等を行っております。

取締役 須 賀 亜衣子
2023年3月29日取締役に就任後（第5期定時株主総会において選任）、当事業
年度に開催された取締役会10回のすべてに出席し、金融、コンサルティングフ
ァーム等の事業会社における多彩な職務経験に基づいて、当社の経営に多様性
を含む有意義な意見及び助言等を行っております。

監査役 岡 崎 将 真
当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席し、また監査役会14回
のすべてに出席し、大手企業の業務監査及び内部統制、海外における監査業務
に関する経験を活かし、積極的に意見及び助言並びに質問等を行っておりま
す。さらに、会計監査人・内部監査部門との連携にも取り組んでおります。

監査役 中 山 茂

当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席し、また監査役会14回
のすべてに出席し、これまでに法曹として培った高度な専門知識と企業法務に
関する豊富な実務経験に基づき、独立した立場から、積極的に意見及び助言並
びに質問等を行っております。さらに、会計監査人・内部監査部門との連携に
も取り組んでおります。

監査役 吉 田 昌 弘

当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席し、また監査役会14回
のすべてに出席し、公認会計士、税理士としての会計税務に関する経験、専門
知識に基づき、独立した立場から、積極的に意見及び助言並びに質問等を行っ
ております。さらに、会計監査人・内部監査部門との連携にも取り組んでおり
ます。

（注） 取締役外山正志氏の兼職先である株式会社verita、監査役岡崎将真氏の兼職先である株式会社AirX、監査
役中山茂氏の兼職先である株式会社CS-C、監査役吉田昌弘氏の兼職先である株式会社tecture、株式会
社オノフ、株式会社Payment Technologyと当社の間には、特別な関係はありません。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,000千円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 33,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断を
いたしました。

（3）子会社の監査に関する事項
該当事項はありません。

（4）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した
場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会
の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨及びその理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するために必要な体制及び当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制とし
て、2021年８月18日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方
針」を決議し、また、Kapronasia Singerpore Pte.Ltd. の子会社化に伴って、2023年８
月14日開催の取締役会において当該方針の一部変更を行い、当社グループとしての内部統
制システムの運用を行っております。この基本方針の概要は、以下のとおりであります。
① 取締役の業務執行が法令や定款に適合することを確保するための体制

ａ．取締役会は、取締役会規程に則って適切な経営判断に基づいた意思決定を行うとと
もに、 当社グループの取締役等の業務執行を監督し、法令や定款に違反する行為
を未然に防止する。

ｂ．取締役は、コンプライアンス規程に則って、当社グループのコンプライアンス体制
の整備及び問題点の把握に努める。

ｃ．取締役は、当社グループに関し重大な法令・定款違反、コンプライアンス違反その
他重要な事実を発見した場合は、コンプライアンス規程に則って取締役会（当社子
会社にあっては当社の所管部署）に報告し、外部専門家と協力しながらその是正を
図る。

ｄ．当社は、当社子会社を含む適切なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、
社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役は、社外の客観的な視点を踏まえた大
局的な判断を行う。

ｅ．当社取締役は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る
内部統制の整備・運用を行い、それらの有効性について適切に評価・報告を行う。

ｆ．当社監査役は、当社グループの取締役の職務執行について監査を行い、取締役は監
査に協力する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報セキュリティ管理規程に則って情報セキュリティ体制を整備し、電磁的記録・電子

署名等への対応を図るとともに、取締役会議事録・経営会議議事録・稟議等は、文書管理
規程に則って保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理することとし、法令・規則等で
定められた期限を遵守し、閲覧可能な状態を維持する。
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③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．リスク管理規程を定め、代表取締役社長を統括責任者として当社子会社を含めた総
合的な危機管理体制を構築・整備し、その推進を図る。当社子会社にあっては、当
該当社子会社の代表者をリスク管理責任者とし、当該子会社のリスク管理責任者
は、リスク管理統括責任者に適時に報告し、必要に応じてその指示を受けるものと
する。

ｂ．各組織及び当社子会社において、内在するリスク要因を認識し、それぞれのリスク
程度に応じた対策を講じることにより、リスクの回避や低減措置を図る。

ｃ．当社子会社を含めた経営に影響を及ぼす重要なリスクについては経営会議等でリス
クを協議し、決定された対応方針に基づいて、主管部署が関連部署または当社子会
社の関連部署と協同して必要な対策を実施する。

ｄ．緊急性を要する災害、事故、企業不祥事等のリスクについては、リスク管理規程に
基づいて、人命を尊重し、地域社会への配慮と貢献、企業価値毀損の抑制を主眼と
する危機管理を推進する。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．当社または当社子会社のいずれにおいても、各社で定める職務分掌規程及び職務権
限規程（当社子会社が定めるこれに準ずるものを含む。）において明確化された職
務分掌及び権限に基づく高度な分業体制によって、業務を推進する。

ｂ．当社にあっては、当社の職務の執行（当社子会社に関するものであって当社グルー
プの経営に重大な影響を及ぼすものを含む。）に関する重要事項については、定期
的に開催される経営会議において共有及び議論を行い、その議論の内容を踏まえ、
取締役会において意思決定する。また、当社子会社にあっては、当社経営企画ユニ
ットとの事前協議内容を踏まえ、取締役会において意思決定する。

ｃ．当社または当社子会社の取締役会（当社子会社における同様の組織を含む。）の決
議事項、経営会議の審議事項は、執行役員、ディレクター等の執行に関する組織機
構を通じてすみやかに各部署に伝達され、業務が執行される。

ｄ．当社または当社子会社の業務運営状況について、各社の内部監査（当社子会社にあ
っては当社の内部監査部門を含む。）を実施してその状況を把握し、改善を図る。
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⑤ 当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制
ａ．コンプライアンス規程（当社子会社が定めるこれに準ずるものを含む。）に則って、
当社グループにおける事業活動における法令遵守と、倫理的行動をより高める施策
を推進する。

ｂ．法務ユニット（当社子会社における同様の組織を含む。）は、コンプライアンス推
進やハラスメント防止の教育を行うとともに、各部門におけるコンプライアンスや
ハラスメントに関するリスク管理を支援する。

ｃ．内部統制システムの実効性を確保するため、社外に内部通報相談窓口を置き、当社
グループの不祥事の未然防止、早期発見、再発防止に努める。

ｄ．当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役等の法令・定款違反等の行為
については、適正に処分を行う。

⑥ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に対する体制
関係会社管理規程を定め、当社経営企画ユニットが統括し、当社グループの経営に重要

な影響を及ぼす可能性のある当社子会社の意思決定については当社の事前協議及び当社の
事前承諾を必要とするとともに、一定事項については当社子会社による当社に対する報告
事項とすること等により、随時、当社子会社の業務執行のモニタリングを行い、定期的に
取締役会への報告を行う。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
当該使用人は、監査役が必要性を認め、設置を求めた場合には設置する。

⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
ａ．監査役の職務を補助すべき使用人を設置する場合は、必要な員数及び求められる資
質の検討その他の当該使用人の任免に関する事項、異動、人事考課、懲罰について
は、監査役の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保した体制
とする。

ｂ．監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に服する旨を、取締役及び
従業員に対して周知徹底する。
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⑨ 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告
に関する体制
ａ．監査役は、取締役会及び経営会議等の重要会議に出席し、業務執行と管理にかかわ
る情報・内部統制の実効性にかかわる情報を適時に入手できる体制を構築・運用す
る。

ｂ．取締役、執行役員及び従業員は、監査役に対し、法定の事項に加え当社に重大な影
響を及ぼす事項、内部監査の実施状況をすみやかに報告する。

ｃ．監査役は、取締役や執行役員等の業務執行責任者に直接、業務執行についての報告
を求めることができる。

ｄ．取締役、執行役員及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れ、あるいは著しい
損害を及ぼす事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、法令違反などの不正行為
またはその恐れがあることを発見が判明した場合には、口頭、電話、社内SNSなど
によってすみやかに監査役に報告する。

ｅ．監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な
扱いを受けないことを保証する。

ｆ. 監査役がその職務の執行について当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当
該監査役の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、すみやかに当該費
用または債務を処理する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査の実施及び助言・勧告を行うにあたっては、会計監査人や内部監査担当

者との連携を図るとともに、当社または当社子会社の代表取締役、業務執行取締役、執行
役員及びディレクター等の重要な使用人と定期的に会合を持ち、意見を交換することによ
って監査の実効性を高める。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と体制整備の状況
当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力には断固とした姿勢で臨むことを

基本方針とし、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応細則を定めて反社会的勢力に
対して一切の利益の提供を行わない取り組みを推進する。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務執行について

当事業年度は、取締役会を合計14回開催いたしました。取締役会規程において具体的
な付議基準を定めており、いずれの回においても社外役員を含む取締役及び監査役は、高
い出席率のもと、付議事項について活発な審議を尽くしました。

② リスク管理について
当社は、「リスク管理規程」のもと、グループ全体のリスクを一元的に管理する体制を

整え、運営しております。
当社及び当社子会社の代表者をリスク管理責任者と定め、経営に関する重要なリスクの

把握・評価・分析及び対応策を経営会議等で協議し、決定された対応策を推進するととも
に、リスク管理責任者は随時、対応策の進捗状況を確認・フォローしております。

③ コンプライアンスについて
当社は、コンプライアンスに関する行動の基準として「コンプライアンス規程」を定

め、当社グループの全役員及び全従業員にコンプライアンス意識の浸透と適切な行動の徹
底を図っております。
当事業年度においては、コンプライアンス推進及び情報セキュリティ強化を目的として

２ヶ月間にわたって「推進月間」を設け、ハラスメント防止、インサイダー取引防止、秘
密情報の漏洩防止についてのe-ラーニング研修と理解度テストを実施いたしました。
また、定期的に内部通報相談窓口の目的と体制を全従業員に周知いたしました。

④ 監査役の職務執行について
監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査基準」、「監査計画」に基づき、監査の方針、

職務の分担等に従って監査を実施しております。また、取締役会のほか、経営会議等の重
要な会議に出席するほか、監査法人、取締役、執行役員、内部監査担当者と定期的に会合
を持ち、情報交換を行うことで、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備状況や
その運用状況等を確認しております。

７．株式会社の支配に関する基本方針
当社では、株式会社の支配に関する基本方針については、特に定めておりません。

2024年02月21日 16時22分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 24 ―

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけており、内部留保を充実
し、収益基盤の強化及び収益力拡大のための投資に充当することが最大の利益還元につながる
と考えております。こうした考えのもと、創業以来配当は実施しておらず、今後も当面は無配
とし内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金については、引き続き、財務体質を
強化し、人材獲得及び育成等の事業拡大のための投資に活用する方針であります。
将来的には、内部留保の充実状況及び当社を取巻く事業環境を勘案のうえ、株主に対する安
定的かつ継続的な利益還元を検討してまいりますが、現時点においては配当実施の可能性及び
実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定
めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めて
おります。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利
益還元を行うことを目的とするものであります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 2,195,165 流 動 負 債 261,309

現 金 及 び 預 金 1,783,367 買 掛 金 178,595

売 掛 金 321,051 未 払 金 27,773

仕 掛 品 7,473 前 受 金 28,559

未 収 還 付 法 人 税 等 46,240 そ の 他 26,380

そ の 他 37,031

固 定 資 産 561,523

有 形 固 定 資 産 2,690

工具、器具及び備品 2,690 負 債 合 計 261,309

無 形 固 定 資 産 542,416 （純 資 産 の 部）

の れ ん 542,416 株 主 資 本 2,489,466

投資その他の資産 16,416 資 本 金 681,600

繰 延 税 金 資 産 138 資 本 剰 余 金 671,600

そ の 他 16,277 利 益 剰 余 金 1,136,266

その他の包括利益累計額 5,913

為 替 換 算 調 整 勘 定 5,913

純 資 産 合 計 2,495,379

資 産 合 計 2,756,688 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,756,688
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2023

2023
年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,589,774

売 上 原 価 1,862,229

売 上 総 利 益 727,544

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 597,700

営 業 利 益 129,843

営 業 外 収 益

受 取 利 息 21

雑 収 入 8 30

営 業 外 費 用

為 替 差 損 1,211

雑 損 失 126 1,338

経 常 利 益 128,535

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 181 181

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 128,353

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 44,720

法 人 税 等 調 整 額 7,960 52,681

当 期 純 利 益 75,672

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 75,672
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2023

2023
年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 674,650 664,650 1,060,593 2,399,893
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 6,950 6,950 13,900
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 75,672 75,672

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 6,950 6,950 75,672 89,572
当 期 末 残 高 681,600 671,600 1,136,266 2,489,466

その他の包括利益累計額
純資産合計

為替換算調整勘定 その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 － － 2,399,893
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 13,900
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 75,672

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 5,913 5,913 5,913

当 期 変 動 額 合 計 5,913 5,913 95,486
当 期 末 残 高 5,913 5,913 2,495,379
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
a．連結子会社の数 ２社
b．連結子会社の名称 Kapronasia Singapore Pte. Ltd.

KAPRONASIA LIMITED

当連結会計年度において、Kapronasia Singapore Pte. Ltd.の全株式を取得したこと
に伴い、同社及びその子会社であるKAPRONASIA LIMITEDの２社を連結の範囲に含め
ております。

（２）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項
Kapronasia Singapore Pte. Ltd.及びKAPRONASIA LIMITEDの決算日は３月31日
であります。
連結計算書類の作成にあたっては、決算日の差異が３ヶ月を超えることから、９月末
現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

（４）会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
・仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定)を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品 ２～５年
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③重要な引当金の計上基準
受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約のう

ち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見積もることが可能なも
のについては、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上しております。なお、当該引
当金は、これに対応する仕掛品と相殺表示しております。

④のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間で均等償却してお
ります。

⑤重要な収益及び費用の計上基準
当社グループはデジタルソリューション事業の単一セグメントであり、国内及び海
外の顧客に対して、決済（ペイメント）関連分野を中心としたFintech領域のコンサル
ティング及びプロジェクト実行支援サービスを提供しております。本サービスに係る
顧客との契約は、原則として準委任契約による役務提供であり、その履行義務はサー
ビス提供期間にわたって充足されることから、一定期間にわたり収益を認識しており
ます。
また、顧客から受託する履行義務に成果物が指定される契約にあっては、当該成果
物に対する検収をもって履行義務が充足されるため、当該検収を取得した一時点で収
益を認識しております。

⑥その他連結計算書類作成のための重要な事項
重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務については、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在
外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ
る為替換算調整勘定に含めて計上しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年
６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適
用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしており
ます。これによる、連結計算書類への影響はありません。

2024年02月21日 16時22分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 30 ―

３．会計上の見積りに関する注記
のれんの評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 542,416千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、2023年8月31日(みなし取得日2023年9月30日)付で
Kapronasia Singapore Pte. Ltd.の全株式を取得し、同社を連結子会社としたこと
によりのれんを計上しております。
当該子会社を取得した際に計上したのれんは、今後の事業活動により期待される
将来の超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結
合日時点の時価との差額で算定しております。
当連結会計年度末において、株式取得時に見込んだ超過収益力の毀損の有無の観

点から、主に取得時の事業計画と取得後の実績の比較分析による検討を行っており、
減損の兆候はないと判断しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
のれんは事業計画に基づく投資の回収期間における将来キャッシュ・フローの見
積りに依存しております。当該事業計画の主要な仮定は売上高であり、今後のプロ
ジェクトの受注獲得予測等を考慮して決定しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来の不確実な経済情勢等の変動等により、見積りの前提とした仮定の見直しが
必要となった場合は、翌連結会計年度の連結計算書類において、のれんの減損損失
を計上する可能性があります。
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４．会計上の見積りの変更に関する注記
当連結会計年度において本店移転に関する決定を行ったことに伴い、移転後利用見込みの
ない固定資産について耐用年数を短縮しております。
また、移転前の本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として償却を行っていた敷金
についても、償却に係る合理的な期間を短縮しております。
これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整
前当期純利益がそれぞれ16,844千円減少しております。

５．連結貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 9,655千円

（２）当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため当連結会計年度より取引銀行２
行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末におけ
る当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

当連結会計年度
（2023年12月31日）

当座貸越極度額の総額 800,000 千円
借入実行残高 － 千円
差引額 800,000 千円

（３）損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品は、これに対応する受注損失引当金265千円を
相殺表示しております。

６．連結損益計算書に関する注記
該当事項はありません。
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７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式（株） 7,100,000 270,000 － 7,370,000

（変動事由の概要）
新株予約権の行使による増加 270,000株

（２）当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数
該当事項はありません。

（３）剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

（４）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの
を除く。)の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。

8．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金計画に基づき、必要な資金が生じた場合は銀行借入により調達

する方針であります。また、一時的な余剰資金については預金により保有しておりま
す。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金については、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金は、そのすべてが１年以内の支払期日であります。
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③金融商品に係るリスク管理体制
ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、営業債権について、適宜取引先及び貸主の信用状況の把握に努
めております。

ｂ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理
当社グループは、各部署からの報告に基づきファイナンス本部が適時に資金繰り
計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん
でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり
ます。

⑤信用リスクの集中
当連結会計年度末における営業債権のうち77.9％が特定の大口顧客に対するものであ
ります。

（２）金融商品の時価等に関する事項
「現金及び預金」、「売掛金」及び「買掛金」については、現金及び短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,783,367 － － －
売掛金 321,051 － － －
合計 2,104,418 － － －

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。
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９．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループはデジタルソリューション事業の単一セグメントであり、主要な顧客と
の契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(単位：千円)
当連結会計年度

（自 2023年１月１日
至 2023年12月31日）

一時点で移転されるサービス ー
一定の期間にわたり移転されるサービス 2,589,774
顧客との契約から生じる収益 2,589,774
外部顧客への売上高 2,589,774

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書
類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（4）会計方針に関する事項 ⑤重
要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約負債の残高は以下のとおりであります。

(単位：千円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 321,051

契約負債（期末残高） 28,559
連結貸借対照表上、契約負債は「前受金」に計上しております。
契約負債は、主に顧客から受け取った前受金であります。契約負債は、収益の認識に
伴い取り崩されます。
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②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、

実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 338円58銭
１株当たり当期純利益 10円59銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 10円17銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12．その他の注記
（企業結合等関係）
（取得による企業結合）
（１）企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 Kapronasia Singapore Pte. Ltd.
事業の内容 コンサルティング事業

②企業結合を行った主な理由
Kapronasia Singapore Pte. Ltd.が築いてきたアジア太平洋地域における確か

な事業基盤、及びコンサルティングサービスにおける豊富な経験や実績と、当社
の強みを融合させることにより、アジアにおける金融センター首位の座にあるシ
ンガポールに強固な事業基盤を確保することで、当社の今後のグローバルな事業
拡大を推進し、事業の一層の成長が可能であると考えたため。

③企業結合日
2023年８月31日（株式取得日）
2023年９月30日（みなし取得日）

④企業結合の法的形式
株式取得
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⑤結合後企業の名称
変更はありません。

⑥取得した議決権比率
100％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

（２）当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
みなし取得日を2023年９月30日としていることから、貸借対照表のみを連結し
ているため、当連結会計年度に係る連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれて
おりません。

（３）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 557,321千円
取得原価 557,321千円

（４）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 22,993千円

（５）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
542,416千円

②発生原因
主として今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③償却方法及び償却期間
８年間にわたる均等償却
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（６）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度
の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 69,399千円
売上総利益 44,954千円
営業損失（△） 105,677千円
経常損失（△） 102,297千円

（概算額の算定方法）
企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び
損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を
影響の概算額としております。また、のれん償却額は企業結合時に認識されたの
れんが当連結会計年度の開始の日に発生したものとして算定した金額を影響の概
算額としております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

2024年02月21日 16時22分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 38 ―

貸 借 対 照 表
（2023年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 2,142,419 流 動 負 債 229,066

現 金 及 び 預 金 1,751,197 買 掛 金 178,572

売 掛 金 308,695 未 払 金 26,351

前 払 費 用 19,928 未 払 費 用 20,374

未 収 還 付 法 人 税 等 46,240 そ の 他 3,769

そ の 他 16,357

固 定 資 産 599,106

有 形 固 定 資 産 2,375 負 債 合 計 229,066

工具、器具及び備品 2,375 （純 資 産 の 部）

投資その他の資産 596,731 株 主 資 本 2,512,459

関 係 会 社 株 式 580,315 資 本 金 681,600

繰 延 税 金 資 産 138 資 本 剰 余 金 671,600

そ の 他 16,277 資 本 準 備 金 671,600

利 益 剰 余 金 1,159,259

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,159,259

繰 越 利 益 剰 余 金 1,159,259

純 資 産 合 計 2,512,459

資 産 合 計 2,741,526 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,741,526
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2023

2023
年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,589,774

売 上 原 価 1,862,229

売 上 総 利 益 727,544

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 574,707

営 業 利 益 152,837

営 業 外 収 益

受 取 利 息 21

雑 収 入 8 30

営 業 外 費 用

為 替 差 損 1,211

雑 損 失 126 1,338

経 常 利 益 151,528

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 181 181

税 引 前 当 期 純 利 益 151,347

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 44,720

法 人 税 等 調 整 額 7,960 52,681

当 期 純 利 益 98,665
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2024年02月21日 16時22分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 40 ―

株主資本等変動計算書
（2023

2023
年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 674,650 664,650 664,650 1,060,593 1,060,593 2,399,893

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 6,950 6,950 6,950 13,900

当 期 純 利 益 98,665 98,665 98,665

当 期 変 動 額 合 計 6,950 6,950 6,950 98,665 98,665 112,565

当 期 末 残 高 681,600 671,600 671,600 1,159,259 1,159,259 2,512,459

純資産合計

当 期 首 残 高 2,399,893

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 13,900

当 期 純 利 益 98,665

当 期 変 動 額 合 計 112,565

当 期 末 残 高 2,512,459
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
・関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品 ４～５年

（３）収益及び費用の計上基準
当社はデジタルソリューション事業の単一セグメントであり、国内及び海外の顧客に
対して、決済（ペイメント）関連分野を中心としたFintech領域のコンサルティング及び
プロジェクト実行支援サービスを提供しております。本サービスに係る顧客との契約は、
原則として準委任契約による役務提供であり、その履行義務はサービス提供期間にわた
って充足されることから、一定期間にわたり収益を認識しております。

（４）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６
月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時
価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる、計算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 580,315千円
（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法
関係会社株式は、市場価格のない株式であり、超過収益力を反映させた取得原
価をもって貸借対照表価額としております。関係会社株式の減損処理の要否は、
実質価額と帳簿価額を比較することにより判定しており、実質価額が帳簿価額に
比べ著しく下落している場合には、回復可能性を総合的に勘案し、回復が見込め
ないと判断した時点で実質価額まで減損処理を行う方針としております。なお当
事業年度において、関係会社株式に係る取得原価と実質価額の状況を把握した結
果、実質価額の著しい下落は生じていないため、減損処理を行う必要はないと判
断しております。

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社株式の評価における重要な見積りは、関係会社の事業計画に基づく超

過収益力等であり、その主要な仮定は、「連結注記表 ３.会計上の見積りに関する
注記 のれんの評価 （２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に
関する情報 ② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主
要な仮定」に記載した内容と同一であります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
当該事業計画は、将来の不確実な経営環境の変動などによって影響を受ける可
能性があります。当該事業計画の変更が必要とされ、実質価額が帳簿価額に比べ
著しく下落している場合には関係会社株式の評価損を計上する可能性がありま
す。
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４．会計上の見積りの変更に関する注記
当事業年度において本店移転に関する決定を行ったことに伴い、移転後利用見込みのない
固定資産について耐用年数を短縮しております。
また、移転前の本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として償却を行っていた敷金
についても、償却に係る合理的な期間を短縮しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益がそれぞれ16,844千円減少しております。

５．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 9,655千円

（２）当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当事業年度より取引銀行２行と当座貸
越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契
約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

当事業年度
（2023年12月31日）

当座貸越極度額の総額 800,000 千円
借入実行残高 － 千円
差引額 800,000 千円

６．損益計算書に関する注記
該当事項はありません。

７．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
該当事項はありません。
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８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当事業年度
(2023年12月31日)

繰延税金資産
未払事業税 201千円
地代家賃超過額 1,628 〃
一括償却資産 757 〃
繰延税金資産合計 2,588千円

繰延税金負債
倒産防止共済 2,449千円
繰延税金負債合計 2,449千円
繰延税金資産純額 138千円

９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「９．収益
認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 340円90銭
１株当たり当期純利益 13円81銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 13円27銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12．その他の注記
(企業結合等関係)
連結注記表「1２.その他の注記 (企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年２月20日
Atlas Technologies株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 根 津 昌 史

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西 口 昌 宏

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 中 尚 平

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、Atlas Technologies株式会社の ２０２３年１月

１日から２０２３年１２月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、Atlas Technologies株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
• 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
• 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
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• 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
• 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年２月20日
Atlas Technologies株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 根 津 昌 史

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西 口 昌 宏

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 中 尚 平

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、Atlas Technologies株式会社の２０２

３年１月１日から２０２３年１２月３１日までの第６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、Atlas Technologies 株式会社の 2023 年 1 月１日から 2023 年 12 月 31 日までの第
６期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針及び監査実施計画を定め、各監査役からその監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けまし
た。

(2) 監査役の監査の方法及びその内容
① 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び監査実施計画に従い、取締役等及び他の監査役と
意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会
議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受けました。また、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。子会社につ
いては、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。

② 計算書類 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細
書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表)については、各監査役は、取締役等から報告を受けるとともに、会計監査人からその監
査の実施状況及び結果について報告を受けました。また、会計監査人から、その「職務の遂行が適
正に実施されることを確保するための体制」(会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項) を適
切に整備している旨の通知を受けました。
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２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査の結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システム(会社法第 362 条第４項第６号並びに会社法施行規則第 100 条第１項及び
第３項に定める体制)に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査の結果
会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査の結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年２月20日
Atlas Technologies株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役
（社外監査役） 岡 崎 将 真

監 査 役
（社外監査役） 中 山 茂

監 査 役
（社外監査役） 吉 田 昌 弘

以 上
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株主総会参考書類
議案および参考事項

議 案 取締役３名選任の件
取締役全員（３名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、取締役候補者は次のとおりです。

候補者
番 号

ふりがな
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社の株式数

１

やまもと こう じ
山 本 浩 司

（1981年10月17日）
再任

2008年２月 有人宇宙システム株式会社 入社

2011年６月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 出向

2014年４月 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
（現 SBペイメントサービス株式会社）入社

2018年１月 当社設立 代表取締役社長（現任）

4,958,200株

取締役候補者とした理由
山本浩司氏は、2018年の当社創業以来一貫して代表取締役を務めており、当連結会計年度はシンガポールに拠
点を置くKapronasia Singapore Pte. Ltd. の完全子会社化を牽引、グローバル化を推進いたしました。当社グ
ループの持続的な成長と企業価値向上をより一層推進するためのリーダーシップを発揮し、重要事項の決定およ
び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふりがな
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社の株式数

２

いしかわ とよあき
石 川 豊 明
（1958年12月3日）

新任

1983年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀
行）入行

1998年７月 プライスウォーターハウス 日本法人 入社
2001年11月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 入社 パ

ートナー
2005年 9 月 フェア アイザック コーポレーション日本代表
2007年 3 月 ベリングポイント株式会社 入社 マネージング

ディレクター
2008年 1 月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
2008年２月 あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監

査法人）入所 代表社員
2011年７月 PricewaterhouseCoopers International

Limited US NewYork office パートナー
2012年12月 Ernst and Young Luxemburg パートナー
2012年12月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責

任監査法人）出向
2014年 4 月 EY フィナンシャル・サービス・アドバイザリ

ー株式会社 代表取締役社長
2017年１月 Ernst and Young UK パートナー
2017年１月 EY アドバイザリー・アンド・コンサルティン

グ株式会社 取締役
2019年２月 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

副社長パートナー
2020年10月 キャップジェミニ株式会社 執行役員副社長
2023年11月 当社デジタルソリューション事業部 執行役員

COO
2024年 1 月 当社ビジネスコンサルティング事業部およびテ

クノロジーコンサルティング事業部 執行役員
COO（現任）

０株

取締役候補者とした理由
石川豊明氏は、数々の国際的なコンサルティングファームにおいて副社長や代表取締役社長などの要職を歴任
し、豊富な専門知識と企業経営に関する幅広い経験を有しております。これらの知見と経験を活かし、当社の事
業計画の推進と重要事項の決定および経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補
者といたしました。
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候補者
番 号

ふりがな
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社の株式数

３

ま つ お しげる
松 尾 茂
（1963年８月18日）

新任

1987年 4 月 富士通株式会社 入社
1999年４月 Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向 (財務責任

者)
2004年９月 富士通株式会社 経理部 担当部長
2004年10月 同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長
2008年 3 月 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社

出向
2011年 1 月 富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター
2012年10月 同社 財務経理本部 シニアディレクター
2014年 7 月 日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長
2014年10月 同社 CFO戦略室長
2015年５月 同社 汎用モーター事業本部 CFO
2016年７月 同社 GMS事業部 CFO兼管理統括部長
2017年 3 月 株式会社SHIFT 取締役副社長
2017年10月 SHIFT GLOBAL PTE LTD Director
2020年６月 株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役

(現任)

０株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
松尾茂氏は、富士通株式会社や日本電産株式会社において、経理・財務部門の要職を歴任し、株式会社SHIFTに
おいては取締役副社長を務めております。豊富な財務知識と企業経営経験を当社の経営に活かし、かつ、独立し
た立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことで、当社の企業価
値向上およびガバナンス強化に資する人材であると期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する事項
松尾茂氏は社外取締役候補者であります。同氏の取締役選任が承認可決された場合は、東京証券取引所が定める
一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出る予定であります。
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．取締役候補者山本浩司氏は会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
３．当社は、本議案が承認可決され、社外取締役候補者松尾茂氏が社外取締役に選任された場合には、同
氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、当該
契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が定める最低責任限度額です。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定される役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結してお
り、その内容の概要は事業報告13ページおよび14ページに記載のとおりです。当該契約の被保険者
の範囲は取締役、監査役および執行役員となっています。山本浩司氏、石川豊明氏は、すでに当該契
約の被保険者に含まれており、本議案が承認可決された場合、引き続き被保険者に含まれることにな
ります。また、松尾茂氏は、本議案が承認可決された場合には、新たに当該契約の被保険者に含まれ
ることになります。なお、当社は、当該契約を保険期間終了後も更新することを予定しております。

５．当社は、社外取締役候補者松尾茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定で
す。

以 上
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４番
出口

青
山
通
り

新
宿
通
り 永

田
町
駅

半蔵門駅 半蔵門線

丸ノ内線

銀座線

三菱UFJ銀行

日本都市センター
ホテル

赤坂エクセルホテル東急

海運ビル

セブン
イレブン

JA共済ビル

貝坂通り

都道府県会館

麹町駅

みずほ銀行

赤坂見附駅

国立劇場

東京ガーデン
テラス紀尾井町

最高裁判所

南北
線

有楽
町線

砂防会館　別館Ｂ
３階　立山

株主総会 会場ご案内図
会 場：東京都千代田区平河町二丁目７番４号

砂防会館 別館Ｂ３階 立山

交 通 ●地下鉄（有楽町線／半蔵門線／南北線）
「永田町」駅・４番出口より徒歩１分
●地下鉄（銀座線／丸ノ内線）
「赤坂見附」駅より徒歩８分
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